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Ⅰ 策定にあたって 

 

１ 策定・改訂の趣旨 

 

平成 30 年に、公務部門における障害者雇用率制度の不適切な計上により、法定雇用

率を達成していない状況が全国的に明らかとなりました。 

監査事務局においては、総職員数が 30 人未満であるため、法定雇用率の通報義務は

ありませんが、法定雇用率の問題のみに留まらず、障害者雇用を継続的に進めるため、

また障害者である職員の活躍のためには、更なる体制整備や各種取り組みが必要です。 

障害者の活躍とは、障害者一人ひとりが能力を有効に発揮できることであることから、

障害者活躍推進計画を策定し、障害者の活躍の場を拡大していくための取り組みを不断

に実施していくことを目的としています。 

このたび、令和 2年度に策定した計画の期間が、令和６年度末で満了することに伴い、

令和７年度から５年間の新たな計画の期間と定め、計画内容の改訂を行いました。 

本計画は、採用した障害者である職員の活躍に向け、更なる体制整備や各種取組を定

めるものであり、本計画のもと、障害のある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づ

くりに向けて、取組を進めていきます。 

 

２ 策定主体 

 

この計画の策定主体は任命権者である長崎市代表監査委員であり、長崎市の監査事務

局における計画です。 

 

３ 計画期間 

 

令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計

画の見直しを行います。 

 

４ 周知・公表 

 

策定又は改定を行った計画は、全ての職員に対して周知するとともに、市のホームペ

ージに掲載する等、市民に対しても適切な方法で公表します。 

また、計画に掲げる取組の実施状況等についても、適時に周知・公表します。 



2 

 

Ⅱ 障害者の活躍推進に向けた取組 

 

障害者の活躍の場を拡大していくため、次の取り組みを行います。 

項目 取組内容 

１ 推進体制の整備 （１）組織面 

ア 障害者雇用推進者の選任 

イ 障害者雇用推進チームの設置 

（２）相談先の確保 

   ア 障害者職業生活相談員の配置 

   イ 支援担当者の選出 

   ウ 相談先の周知 

（３）人材面 

   ア 障害者職業生活相談員資格認定講習の受講 

   イ 研修等への参加 

２ 職務の選定・創出、マッ

チング等 

・アンケート等を用いた職務の選定及び創出について

の検討、定期的な面談の実施及びマッチングの点検 

３ 職場環境の整備 （１）職場環境 

ア 就労支援機器等の整備 

４ 人事管理 （１）募集・任用 

ア 任用選考等における合理的配慮 

（２）働き方 

   ア 年次休暇等の取得促進 

（３）その他 

５ 優先調達等 ・障害者就労施設等への発注の推進 

 

 

１ 推進体制の整備 

 

障害者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくためには、

必要に応じて速やかに見直しできる体制・仕組みを整備することが重要です。 

また、障害のある職員等が相談できる体制を整えるとともに、全ての職員

の障害への理解促進を図るなど、組織として支えるための環境整備を進めて

いきます。 
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＜取組内容＞ 

 

（１） 組織面 

  ア 障害者雇用推進者 

     障害者雇用推進者として監査事務局においては監査事務局長とします。 

 

   イ 障害者雇用推進チームへの参画 

   引き続き、市長が設置する障害者雇用推進チームに参画し、庁内の障害者の

雇用状況等の情報共有や、障害のある職員が働きやすい職場となるような環境

の改善策のほか、障害者活躍推進計画の実施状況の点検・見直し等について検

討します。 

 

（２） 相談先の確保・周知 

   ア 障害者職業生活相談員の配置 

     障害のある職員が 5 名以上となった場合には「障害者職業生活相談員」を 3

ヶ月以内に選任します。 

     ◆障害者職業生活相談員…各障害者の職業生活に関する相談・指導を行う。 

 

   イ 支援担当者の選出 

     障害のある職員が配置された場合は、支援担当者（日々の困りごとのサポー

トを行う、相談にのる、人事担当課との架け橋になる等）を選出し、日常的に

支援を行うとともに、所属全体の支援意識の向上を図ります。 

 

   ウ 相談先の周知 

     障害者職業生活相談員等の各種相談先については、人事異動等で変更が生じ

るため、定期的に更新を行い、全職員に周知を行います。 

 （３）人材面 

   ア 障害者職業生活相談員資格認定講習の受講 

     障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定者も含む。）は、長崎労働

局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講します。 

 

   イ 研修等への参加 

     障害のある職員が配属されている部署の職員を中心に、年に 1回以上、長崎

労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受験案内

を行い、参加を募ります（過去に同講座を受講したことがない職員に限る。）。 
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２ 職務の選定・創出、マッチング等 

 

障害のある職員の活躍を推進していくためには、職員一人ひとりの特性・

能力、希望等を把握し、障害者と業務との適切なマッチングを図っていくこ

とが重要です。 

 

＜取組内容＞ 

 

 ○ 職場内において、障害のある職員が勤務する場合、その職員の能力や希望も踏ま

え、職務の選定及び創出について検討を行います。また、一人ひとりの特性・能力・

希望等を把握するとともに、必要に応じ、面談を行うことにより、障害のある職員

と業務の適切なマッチングができているかの点検及び検討を行います。 

 

 

３ 職場環境の整備 

 

障害のある職員が安心して働くことができるよう、施設や就労支援機器等

といったハード面の整備のほか、業務を円滑に遂行することができるよう、

作業マニュアルやチェックリストといったソフト面の整備も重要です。 

なお、措置を講じるにあたっては、障害のある職員からの要望を踏まえつ

つも、過重な負担にならない範囲で障害特性に応じた合理的配慮の推進を図

ります。 

 

＜取組内容＞ 

 

（１） 職場環境 

   ア 就労支援機器等の整備  

     障害のある職員の状況に応じて、就労支援機器（拡大読書器、読み上げソフ

ト、ハンズフリー電話機等）の整備や作業マニュアルの作成等を推進します。 
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４ 人事管理 

  

会計年度任用職員等の任用を行うにあたっては、厚生労働省が示している

「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応し

ます。 

 

＜取組内容＞ 

 

（１） 募集・任用 

   ア 任用選考時の配慮 

     障害者からの要望を踏まえ、筆談対応や面接時における手話通訳者の同席等、

障害特性への配慮を行います。 

 

     ○ 募集・任用にあたっては、以下の取扱いは行いません。 

    ・ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定すること。 

（障害者のみを対象として職員（会計年度任用職員等）を募集・任用する場

合において、障害種別を限定して募集を行うことは除きます。） 

    ・ 「自力で通勤できること」といった条件を設定すること。 

    ・ 「介助者なしで業務遂行が可能」といった条件を設定すること。 

    ・ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中に支援が受けられるこ

と」といった条件を設定すること。 

    ・ 特定の就労機関からのみの受け入れを実施すること。 

 

（２）働き方  

   ア 多様な働き方の推進  

     障害の有無に関わらず、テレワーク制度の推進をはじめ、時差勤務等の不断

の見直しを行い、多様で柔軟な働き方を推進します。 

 

   イ 年次休暇等の取得促進 

ワーク・ライフ・バランスの実現等を図るため、年次休暇等の各種休暇の利

用を促進します。 

（３）その他 

   ○ 障害のある職員の希望に応じて年1回の定期的な面談を設定し、必要に

応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を行います。 
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○ 中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）

となった職員について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環

境の整備等や通院への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行います。  

 

○ 障害の状態が悪化してきた職員について、勤務継続の負担軽減のために

必要な職務選定、職場環境の整備等や通院への配慮、働き方、キャリア形

成等の取組を行います。 

 

○ 障害のある職員が希望する場合には、「就労パスポート」の活用により、

障害特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じます。 

  ◆ 就労パスポート…障害のある人が、働く上での自分の特徴やアピール

ポイント、希望する配慮等について支援機関と一緒に

整理し、事業主に分かりやすく伝えるためのツール。 

 

 

５ 優先調達等 

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

（以下「優先調達推進法」という。）等を踏まえ、市役所での直接雇用だけで

なく、企業等における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進すること

が重要です。 

 

＜取組内容＞ 

 

○ 優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注を通じて、障害者の活躍の場

の拡大を推進します。 

 

○ 障害者雇用認定事業者への優先発注の場合は、障害者雇用促進法に規定する法定

雇用障害者数（障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用義務がない事業者において

は 1 人）以上の障害者を雇用している市内業者を障害者雇用認定事業者に認定し、

物品購入契約並びに、物品の借入れ及び業務委託（建築工事に係るものを除く）の

優先発注を行います。 
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Ⅲ 目標 

 

 採用に関する目標 

 

監査事務局は、令和７年３月末現在で職員総数 10 人（正規職員 9 人、再任用職員 1

人）が勤務しており、正規職員は全て長崎市からの出向者です。 

監査事務局は、全ての障害のある人にとって働きやすい職場は全ての人にとって働き

やすく活躍できる場であることを念頭に、障害者雇用について職員の理解を促進してい

きます。 

 

 

 定着に関する目標 

 

障害者の活躍を推進していくためには、障害のある職員が安心して働ける環境づ

くり等を通じて、職場定着を図っていくことが重要です。 

監査事務局では、障害のある職員が配属された場合又は会計年度任用職員等を任

用した場合は、不本意な離職を極力生じさせないよう、その能力を発揮して生き生

きと活躍できる職場環境の整備等、必要な取り組みを行います。 


